
図面番号 図   面   名   称 図面番号 図   面   名   称

≪意匠≫ ≪構造≫

A-1 建築工事特記仕様書１ － S-9 軸組図（１） S=1/150

A-2 建築工事特記仕様書２ － S-10 軸組図（２） S=1/150

A-3 建築工事特記仕様書３ － S-11 基礎リスト（１） S=1/50

A-4 建築工事特記仕様書４ － S-12 基礎リスト（２） S=1/50

A-5 建築工事特記仕様書５ － S-13 1階、2階柱リスト S=1/40

A-6 建築工事特記仕様書６ － S-14 大梁リスト S=1/40

A-7 建築工事特記仕様書７ － S-15 小梁・壁・柱リスト S=1/40

A-8 建築工事特記仕様書８ － S-16 断面配筋詳細図（１） S=1/50

A-9 建築工事　配置図 S=1/150 S-17 断面配筋詳細図（２） S=1/50

A-10 仕上表、面積表 － S-18 断面配筋詳細図（３） S=1/50

A-11 平面図 S=1/150 S-19 Ｂ通り配筋詳細図 S=1/50

A-12 仕上表、立面図 S=1/150 S-20 雑配筋詳細図（１） S=1/20

A-13 断面図 S=1/150 S-21 雑配筋詳細図（２） S=1/30

A-14 １階平面詳細図 S=1/50 S-22 雑詳細図 S=1/30

A-15 ２階平面詳細図 S=1/50 ≪付帯機械設備≫

A-16 矩計図 S=1/50 AM-1 建築機械設備特記仕様書（１） －

A-17 建具表、建具キープラン S=1/50,200 AM-2 建築機械設備特記仕様書（２） －

A-18 内部階段詳細図 S=1/50 AM-3 空調換気設備　凡例・機器表 －

A-19 外部階段詳細図（１） S=1/30 AM-4 空調換気設備　１階・２階配管平面図 S=1/100

A-20 外部階段詳細図（２） S=1/10,50 AM-5 空調換気設備　１階・２階ダクト平面図 S=1/100

A-21 展開図１ S=1/100 AM-6 空調換気設備　Ｒ階ダクト平面・断面図 S=1/100

A-22 展開図２ S=1/100 AM-7 給排水衛生設備　凡例・機器表・１階平面図 S=1/100

A-23 展開図３ S=1/100 AM-8 給排水衛生設備　２階平面図 S=1/100

A-24 部分詳細図１ S=1/2,20 ≪付帯電気設備≫

A-25 部分詳細図２ S=1/5,20 AE-1 建築電気設備特記仕様書 －

A-26 部分詳細図３ S=1/5,20,50 AE-2 電灯設備　凡例　器具姿図　盤結線図 －

A-27 １階　貫通孔位置図（参考） S=1/50 AE-3 電灯設備　平面図 S=1/100

≪構造≫ AE-4 コンセント設備　平面図 S=1/100

S-1 新構造設計特記仕様その１ － AE-5 電灯設備　断面図 S=1/100

S-2 新構造設計特記仕様その２ － AE-6 動力設備　盤結線図　平面図 S=1/100

S-3 新鉄筋コンクリート構造配筋詳細標準図（１） － AE-7 屋外電灯設備　平面図 S=1/100

S-4 新鉄筋コンクリート構造配筋詳細標準図（２） －

S-5 新鉄筋コンクリート構造配筋詳細標準図（３） － ≪解体工事≫

S-6 柱　状　図 S=1/150 K-1 解体工事　既設建屋解体図（１） S=1/50

S-7 杭　伏　図 S=1/150 K-2 解体工事　既設建屋解体図（２） S=1/50

S-8 1階、2階、R階床梁伏図 S=1/150

（そ‐２）北部第２ポンプ場更新工事

縮　尺 縮　尺

設計図面目録（建築工事）
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（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事

化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定

植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事
塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事

・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業
・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業

・造園工事作業・造園工事作業・造園工事作業・造園工事作業・造園工事作業・造園工事作業・造園工事作業

・建築塗装作業・建築塗装作業・建築塗装作業・建築塗装作業・建築塗装作業・建築塗装作業・建築塗装作業

建具工事建具工事建具工事建具工事建具工事建具工事建具工事

屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事

タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事

金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事
左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事

木工事木工事木工事木工事木工事木工事木工事

鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事
コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事

鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事

防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事

石工事石工事石工事石工事石工事石工事石工事

・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業・鉄筋組立て作業

・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   ・コンクリートブロック工事作業   

・石張り作業・石張り作業・石張り作業・石張り作業・石張り作業・石張り作業・石張り作業

・大工工事作業・大工工事作業・大工工事作業・大工工事作業・大工工事作業・大工工事作業・大工工事作業
・タイル張り作業・タイル張り作業・タイル張り作業・タイル張り作業・タイル張り作業・タイル張り作業・タイル張り作業

・左官作業・左官作業・左官作業・左官作業・左官作業・左官作業・左官作業

カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事

適用工事種類適用工事種類適用工事種類適用工事種類適用工事種類適用工事種類適用工事種類

・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業
・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業

コンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロック

・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業

・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業

舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事 ・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業・溶融ペイントハンドマーカー工事作業
排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事 ・建築配管作業・建築配管作業・建築配管作業・建築配管作業・建築配管作業・建築配管作業・建築配管作業

・ガラス工事作業・ガラス工事作業・ガラス工事作業・ガラス工事作業・ガラス工事作業・ガラス工事作業・ガラス工事作業

・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業・自動ドア施工作業

・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業
・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業・シーリング防水工事作業

・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業・FRP防水工事作業

・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業・エーエルシーパネル工事作業

・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事 ・とび作業・とび作業・とび作業・とび作業・とび作業・とび作業・とび作業

・ALCパネル・ALCパネル・ALCパネル・ALCパネル・ALCパネル・ALCパネル・ALCパネル

・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業

・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業

（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。（２）測定対象室及び測定箇所は仕上げ表による。

完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）・カラー・カラー・カラー・カラー・カラー・カラー・カラー ※キャビネ版※キャビネ版※キャビネ版※キャビネ版※キャビネ版※キャビネ版※キャビネ版

※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）

※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル・カラー四切木製パネル

・電子データ・電子データ・電子データ・電子データ・電子データ・電子データ・電子データ ※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上

分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格分類・規格 撮影箇所数撮影箇所数撮影箇所数撮影箇所数撮影箇所数撮影箇所数撮影箇所数 提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数

※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　※2　・　外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）外部（　　）内部（　　）・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル・カラー半切木製パネル

※5　・　※5　・　※5　・　※5　・　※5　・　※5　・　※5　・　外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）外観正面　 （※1 ・ 　 ）
・・・・・・・

技能士技能士技能士技能士技能士技能士技能士 (1.5.2)(1.5.2)(1.5.2)(1.5.2)(1.5.2)(1.5.2)(1.5.2)

(1.5.9)(1.5.9)(1.5.9)(1.5.9)(1.5.9)(1.5.9)(1.5.9)

・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　
・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業・内外装板金作業　    ・スレート工事作業

取合い取合い取合い取合い取合い取合い取合い
他工事又は他工種との他工事又は他工種との他工事又は他工種との他工事又は他工種との他工事又は他工種との他工事又は他工種との他工事又は他工種との

設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ

工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

画素数・画質等画素数・画質等画素数・画質等画素数・画質等画素数・画質等画素数・画質等画素数・画質等
※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上※500万画素以上

（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃

　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。

（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。
（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。（４）測定方法及び測定結果の報告は，現場説明書による。

工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。

　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。　電子データは，RGB(フルカラー)，JPEG形最高画像とし，CD-Rにて提出する。
　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者　・建築写真の撮影実績があるもので，監督職員が承諾する撮影業者

Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様Ⅱ　建築工事仕様
4444444

・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業・構造物鉄工作業

　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　

・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業

※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部※完成図書　提出部数　※（A2版　原図及び複写図(2部)）　　・　　部

　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない　　　ＣＡＤデータ　　※提出する　　・提出しない
※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部※保全に関する資料　提出部数　※2部　　・　　部

※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）※図示　・（　　　　）

　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据　ンの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据
　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　　置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　

2222222 監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所 (2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)(2.3.1)

(2.2.4)(2.2.4)(2.2.4)(2.2.4)(2.2.4)(2.2.4)(2.2.4)1111111 足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他足場その他

※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない※設ける　　・設けない

　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。　規模及び仕上げの程度は現場説明書による。

3333333 工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水

4444444 工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドライ
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事
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2222222

構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）

構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（ ※有償　　・無償 ）

埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別埋戻し及び盛土の種別

　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）　・Ｂ種　適用場所（　　　　）

　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　）

　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）　・Ａ種　適用場所（　　　　）土
工
事

土
工
事

土
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事

土
工
事

土
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　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）　・Ｄ種　適用場所（　　　　）

(3.2.5)(3.2.5)(3.2.5)(3.2.5)(3.2.5)(3.2.5)(3.2.5)

(3.3.3)(3.3.3)(3.3.3)(3.3.3)(3.3.3)(3.3.3)(3.3.3)

建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理2222222

3333333

・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  ・構外搬出適切処理  

3333333

山留めの撤去山留めの撤去山留めの撤去山留めの撤去山留めの撤去山留めの撤去山留めの撤去
・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し・構内指定場所に堆積　　・構内指定場所に敷均し

・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　・鋼矢板等の抜き跡の処理　※直ちに砂で充填する　　・　
・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）・山留め壁の存置　・行う（存置範囲　※図示　　・　　　　　　　）

埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土埋戻し及び盛土

1．標準仕様1．標準仕様1．標準仕様1．標準仕様1．標準仕様1．標準仕様1．標準仕様

3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記3．特記仕様書の表記
（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。

（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。
　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。

　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。

2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用
　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図，機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。

（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。

 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書

　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。

（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本

　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。　　方針」（令和５年変更閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。

10101010101010

・・・・・・・

その他その他その他その他その他その他その他

適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等1111111

項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。
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・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部

・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課・建築工事標準詳細図（令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課
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4444444 工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象工事写真の撮影対象 (1.2.4)(1.2.4)(1.2.4)(1.2.4)(1.2.4)(1.2.4)(1.2.4)

下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。下記以外は現場説明書による。

環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮

　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。　　　性能を有するものとする。

　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

　　　法とする。　　　法とする。　　　法とする。　　　法とする。　　　法とする。　　　法とする。　　　法とする。

　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。　　　③安定的な供給が可能であること。

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。　　　　　に応じた材料を使用する。

　　　　　使用する。　　　　　使用する。　　　　　使用する。　　　　　使用する。　　　　　使用する。　　　　　使用する。　　　　　使用する。

　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。　　　　　使用したものとする。

　　　材料を指す。　　　材料を指す。　　　材料を指す。　　　材料を指す。　　　材料を指す。　　　材料を指す。　　　材料を指す。

　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料　　　　ヒド発散建築材料以外の材料
　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等

施工条件施工条件施工条件施工条件施工条件施工条件施工条件 (1.3.5)(1.3.5)(1.3.5)(1.3.5)(1.3.5)(1.3.5)(1.3.5)

(1.4.1)(1.4.1)(1.4.1)(1.4.1)(1.4.1)(1.4.1)(1.4.1)

(1.4.2)(1.4.2)(1.4.2)(1.4.2)(1.4.2)(1.4.2)(1.4.2)

　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]の評価書の写し等）を監督職員に提出し

（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共

（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品

（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工

（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の

　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。
　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。

　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散
　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分

　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等

　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ
　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と

　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ

　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，
　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ
　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。　　　に，次の①から④を満たすものとする。

　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び

　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関[（一社）公共建築協会が発行

　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成
　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既

　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具(コンクリート系下地及び
　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下

　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー
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3333333 適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分

(1.1.4)(1.1.4)(1.1.4)(1.1.4)(1.1.4)(1.1.4)(1.1.4)

・風圧力・風圧力・風圧力・風圧力・風圧力・風圧力・風圧力

・積雪荷重・積雪荷重・積雪荷重・積雪荷重・積雪荷重・積雪荷重・積雪荷重

　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）

　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）　　風速（Vo=　　 m/s）

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）

工事実績情報サービ工事実績情報サービ工事実績情報サービ工事実績情報サービ工事実績情報サービ工事実績情報サービ工事実績情報サービ

スへの登録スへの登録スへの登録スへの登録スへの登録スへの登録スへの登録
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　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，

電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者
※適用する※適用する※適用する※適用する※適用する※適用する※適用する

(1.3.3)(1.3.3)(1.3.3)(1.3.3)(1.3.3)(1.3.3)(1.3.3)5555555

発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等 (1.3.11)(1.3.11)(1.3.11)(1.3.11)(1.3.11)(1.3.11)(1.3.11)
※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　※現場説明書による　・構外搬出適切処理　　・　
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(3.2.3)(3.2.3)(3.2.3)(3.2.3)(3.2.3)(3.2.3)(3.2.3)
(表3.2.1)(表3.2.1)(表3.2.1)(表3.2.1)(表3.2.1)(表3.2.1)(表3.2.1)

(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)(1.7.1～3)(表1.7.1)

地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー

ザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバーザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバー

チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，
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3．工事種目3．工事種目3．工事種目3．工事種目3．工事種目3．工事種目3．工事種目

2．敷地面積2．敷地面積2．敷地面積2．敷地面積2．敷地面積2．敷地面積2．敷地面積

1．工事場所1．工事場所1．工事場所1．工事場所1．工事場所1．工事場所1．工事場所

　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。
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4．工事範囲4．工事範囲4．工事範囲4．工事範囲4．工事範囲4．工事範囲4．工事範囲
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左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事

金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事

木工事木工事木工事木工事木工事木工事木工事

石工事石工事石工事石工事石工事石工事石工事

防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事

鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事

コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事

鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事

地業工事地業工事地業工事地業工事地業工事地業工事地業工事

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事

土工事土工事土工事土工事土工事土工事土工事

カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事カーテンウォール工事

屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事

コンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネル

タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事

・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事

20202020202020

18181818181818

19191919191919 内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事

ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事ユニット及びその他の工事

21212121212121

22222222222222

23232323232323

排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事

舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事

植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事植栽及び屋上緑化工事

　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は
　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。　　 すべて今回工事範囲とする。

　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。

1111111

6666666

1111111 支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤
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業
工
事

地
業
工
事

地
業
工
事

地
業
工
事

地
業
工
事

地
業
工
事

地
業
工
事

　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　
　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等
・杭の載荷試験・杭の載荷試験・杭の載荷試験・杭の載荷試験・杭の載荷試験・杭の載荷試験・杭の載荷試験 (4.2.3)(4.2.3)(4.2.3)(4.2.3)(4.2.3)(4.2.3)(4.2.3)

種類　　種類　　種類　　種類　　種類　　種類　　種類　　
地業地業地業地業地業地業地業
既製コンクリート杭既製コンクリート杭既製コンクリート杭既製コンクリート杭既製コンクリート杭既製コンクリート杭既製コンクリート杭2222222

杭先端部形状杭先端部形状杭先端部形状杭先端部形状杭先端部形状杭先端部形状杭先端部形状

本  杭本  杭本  杭本  杭本  杭本  杭本  杭

試験杭試験杭試験杭試験杭試験杭試験杭試験杭
上杭上杭上杭上杭上杭上杭上杭

中杭中杭中杭中杭中杭中杭中杭
下杭下杭下杭下杭下杭下杭下杭
上杭上杭上杭上杭上杭上杭上杭

中杭中杭中杭中杭中杭中杭中杭
下杭下杭下杭下杭下杭下杭下杭

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート
強度(N/mm )強度(N/mm )強度(N/mm )強度(N/mm )強度(N/mm )強度(N/mm )強度(N/mm )

杭径杭径杭径杭径杭径杭径杭径
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)

杭長杭長杭長杭長杭長杭長杭長
(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)
厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ

ト数ト数ト数ト数ト数ト数ト数
セッセッセッセッセッセッセッ 長期設計支持力長期設計支持力長期設計支持力長期設計支持力長期設計支持力長期設計支持力長期設計支持力

(kN/本)(kN/本)(kN/本)(kN/本)(kN/本)(kN/本)(kN/本)種類種類種類種類種類種類種類
継
手
数

継
手
数

継
手
数

継
手
数

継
手
数

継
手
数

継
手
数

　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）
　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）

　・　　・　　・　　・　　・　　・　　・　

　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）

寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分）

・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験・地盤の載荷試験

　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　

(4.2.4)(4.2.4)(4.2.4)(4.2.4)(4.2.4)(4.2.4)(4.2.4)

　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等　試験の位置，方法等

　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　

(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)

(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)(4.2.2)(4.3.3)

(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)(4.3.3)

(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.4)・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　・セメントミルク工法　　　　
　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭

　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置

2222222 備考備考備考備考備考備考備考

　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490　　　SC杭の鋼管材料　・SKK400　　・SKK490

掘削深さ掘削深さ掘削深さ掘削深さ掘削深さ掘削深さ掘削深さ

杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ

杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度
水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ

杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜

・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　・1/100以内　　・　

・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　・杭径の1/4かつ100㎜以下　　・　

1111111 支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤支持地盤 ・杭基礎・杭基礎・杭基礎・杭基礎・杭基礎・杭基礎・杭基礎

　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　

(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)(4.2.1)(4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)

・直接基礎・直接基礎・直接基礎・直接基礎・直接基礎・直接基礎・直接基礎

　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　　・図示による（　　　　　）　　・　

(4.2.1)(4.2.1)(4.2.1)(4.2.1)(4.2.1)(4.2.1)(4.2.1)

　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）　試験掘り（根切り底の状態の確認等）
　・行わない　・行わない　・行わない　・行わない　・行わない　・行わない　・行わない

　・行う　・行う　・行う　・行う　・行う　・行う　・行う

(3.2.1)(3.2.1)(3.2.1)(3.2.1)(3.2.1)(3.2.1)(3.2.1)

　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　　　位置等　・図示による（　　　　　）　　・　

　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎ぐいの先端位置含む）

　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）　支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む）

4444444
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事
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事

地
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事

地
業
工
事

地
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事

地
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工
事

地
業
工
事

(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)(4.2.2)(4.3.1)(4.3.5)

杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　杭継手工法　　　　

　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手　・アーク溶接継手

　　溶接材料　　溶接材料　　溶接材料　　溶接材料　　溶接材料　　溶接材料　　溶接材料

(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5)

　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による

　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）
　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法

　　検査　　検査　　検査　　検査　　検査　　検査　　検査

　　施工　　施工　　施工　　施工　　施工　　施工　　施工

　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　

杭頭の処理杭頭の処理杭頭の処理杭頭の処理杭頭の処理杭頭の処理杭頭の処理
　・処理しない　・処理しない　・処理しない　・処理しない　・処理しない　・処理しない　・処理しない
　・処理する　・処理する　・処理する　・処理する　・処理する　・処理する　・処理する
　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）

(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)

杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料杭頭の中詰め材料 (4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)(4.3.8)

　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　・特定埋込杭工法　　　　

　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法

　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式のうちα，β，γが以下の値
　　を採用できる工法　　を採用できる工法　　を採用できる工法　　を採用できる工法　　を採用できる工法　　を採用できる工法　　を採用できる工法
　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）

　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法　　工法

　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法
　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法　　　・中掘り拡大根固め工法
　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　　　　・　

　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない　　　・使用する　　・使用しない

　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭　　試験杭
　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置　　　試験杭の位置

　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※評定等を受けた工法評定等を受けた工法評定等を受けた工法評定等を受けた工法評定等を受けた工法評定等を受けた工法評定等を受けた工法

　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※評定等により定められた項目評定等により定められた項目評定等により定められた項目評定等により定められた項目評定等により定められた項目評定等により定められた項目評定等により定められた項目

　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※　　　※評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による評定等をされた施工管理基準による

・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　

杭周固定液杭周固定液杭周固定液杭周固定液杭周固定液杭周固定液杭周固定液

杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ杭の支持層への根入れ深さ

杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度杭の精度
水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ水平方向の位置ずれ

※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による
杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜杭の傾斜

※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による※評定等の内容による

・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  ・ 8Kｍ以内 自由処分  
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甲府市上下水道局甲府市上下水道局甲府市上下水道局甲府市上下水道局甲府市上下水道局甲府市上下水道局甲府市上下水道局

工 事 件 名工 事 件 名工 事 件 名工 事 件 名工 事 件 名工 事 件 名工 事 件 名

工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所

管理番号管理番号管理番号管理番号管理番号管理番号管理番号 Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２Ｒ６－そ－２ ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.ﾏｲｸﾛNo.

縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺 分 割分 割分 割分 割分 割分 割分 割――――――― A- 1/27A- 1/27A- 1/27A- 1/27A- 1/27A- 1/27A- 1/27建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１建築工事特記仕様書１図　面　 名図　面　 名図　面　 名図　面　 名図　面　 名図　面　 名図　面　 名

※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　※営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック　建築工事編及び解体工事編　

　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。　令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による。

　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事　（そ－２）北部第２ポンプ場更新工事

令和　　年　　月令和　　年　　月令和　　年　　月令和　　年　　月令和　　年　　月令和　　年　　月令和　　年　　月

1070107010701070107010701070

107010701070107010701070107029292929292929

11111112222222

222222217.017.017.017.017.017.017.0

17.017.017.017.017.017.017.080808080808080

80808080808080500φ500φ500φ500φ500φ500φ500φ

500φ500φ500φ500φ500φ500φ500φ105105105105105105105

105105105105105105105

SCSCSCSCSCSCSC
PHCPHCPHCPHCPHCPHCPHC
PHCPHCPHCPHCPHCPHCPHC

SCSCSCSCSCSCSC
PHCPHCPHCPHCPHCPHCPHC
PHCPHCPHCPHCPHCPHCPHC

　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）　甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）

甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）甲府市下曽根町地内（北部第２ポンプ場）
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